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◆用語の定義 

市 民 活 動 市民の自主的な参加による自発的な活動で、利益の獲得を目的と

しない公益性を有する活動。「市民活動促進基本指針 平成13年12月」

 

市民活動団体 

 

上記の市民活動を行う団体で、ボランティア団体や狭義のＮＰＯ

（法人格の有無を問わない）。 

 

協 働 それぞれの自主性・自発性のもとに、相互の特性を認識・尊重し

ながら役割分担をし、公共サービスを提供するため、協力・協調

すること。「ＮＰＯと行政の協働のしくみづくりに向けて（提言）平成 15

年 7 月」 

市民活動推進 

セ ン タ ー 

平成 13 年 12 月の市民活動基本方針に基づき、名古屋市が平成 14

年に整備した市民活動の支援施設。「なごやボランティア・ＮＰ

Ｏセンター」（中区伏見ライフプラザ内） 

○名古屋市では、平成 13 年 12 月に策定された「市民活動促進基本指針」にそって、

様々な市民活動が展開されてきましたが、その後の社会的課題の複雑化・多様化、

市民活動団体の成長や活動分野の多様化、行財政改革の推進、企業における社会

貢献活動の活発化などの社会的状況に対応した基本方針を策定し、行政としての

施策のあり方を検討する機会が必要との機運が高まっていました。 

○そこで、公募による市民活動団体委員・市民委員をはじめ、学識経験者・企業・

関係機関等の 15 名の委員によって、平成 22 年 7 月に名古屋市が設置した「名古

屋市市民活動促進委員会」において、さまざまに議論を行った結果を取りまとめ

たものが、本書の「名古屋市市民活動基本方針（素案）」です。 

○委員会開催中の平成 23 年 3 月 11 日に「東日本大震災」が発生しました。この地

震と津波による被災地の支援のため、全国の市民活動団体がその未曾有な被害に

対して、互いに連携・協働して活動している状況が大きく注目を浴びています。

○市民活動やボランティア活動に注目が集まるなか、行政のみでは対応が困難な社

会的課題の解決に関わる行政・市民活動団体・企業等がそれぞれの役割を果たし

ながら協働し、各主体が公共の担い手として活躍できる社会を実現するために、

名古屋市の真摯な取り組みが求められています。そのために、この基本方針が少

しでも寄与できるよう、引き続き市民の皆様のご意見をお待ちしております。 

 

平成 23 年７月

名古屋市市民活動促進委員会
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第 1 部 背景と現状 

 

1－1 市民活動をめぐる現状と将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来 
○市民自身による市民活動の支援 

○市民活動団体相互のネットワーク化 

○市民活動団体・企業・地域・行政等多様な主体の参加による社会的課

題の解決 

現状 

■市民活動団体  

・ＮＰＯ法人数の増加 

・社会的課題に対応する多様な活動分野 

・運営スタイルの二極化 

・中間支援団体の充実 

・東日本大震災の被災者支援活動 

■行政  

・行財政改革の推進 

・市民活動団体への委託、協働事例の増加 

■企業  

・ＣＳＲ活動の活性化 

・社員による地域活動への取組み 

■地域・学校  

・地域住民や学校による主体的な活動 

・相互理解の不足 

■市民 

・社会貢献活動への関心の高まり 

・市民活動への理解不足 

 

国・市民活動団体等 

の動き 

 

○「新しい公共」の推進 

○指定都市へのＮＰＯ法人認証業務の権限移譲 

○認定ＮＰＯ法人制度の改正 

○新しいＮＰＯ法人会計基準 

○ＩＳＯ２６０００（社会的責任に関するガイダ

ンス文書）の発行 



   5  
  

1-2 名古屋市の市民活動の現状と課題 

 

１．名古屋市におけるＮＰＯ法人数は増加しているが、人口１万人当たりの比較では少ない。 

 

◆市内ＮＰＯ法人数 

○名古屋市内の NPO 法人数は、平成 22 年末現在で 633 法人（愛知県認証分のみ）と順

調に増加している。また、毎年の認証件数の推移を見ると、平成 17 年をピークにや

や鈍化傾向にあり、その後はほぼ横ばいとなっている。 

○法人数は政令指定都市で比較すると 4番目だが、人口１万人あたりで比較すると８位

となり、全国平均とほぼ同じレベルとなる。 

 

　　名古屋市内のＮＰＯ法人数の推移（愛知県認証分のみ）
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5.86

4.81
4.24 4.08 3.96

3.62 3.54
3.18

2.90 2.77 2.67 2.44

3.13

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

大阪 京都 神戸 福岡 札幌 横浜 仙台 名古屋 広島 さいたま 北九州 川崎 全国

指定都市別人口１万人あたりのＮＰＯ法人数

単位 団体※1万人あたりの法人数 （平成22年末現在）

単位 法人数：団体、人口：万人

法人数 1,563 703 653 596 756 1,332 367 719 340 338 262 347 39,847

人口 267 146 154 146 191 368 104 226 117 122 98 142 12744
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２．事業規模は急速に拡大しているが、小規模の団体が多く経営基盤は脆弱。 

 

◆市内ＮＰＯ法人の収入総額（平成 20 年度事業報告書より） 

 

○市内の NPO 法人全体で見ると、平成 20 年度決算報告による収入総額の合計は約

67 億 7 千万（1団体あたり 1,338 万円）で平成 16 年度の 33 億円に比べほぼ倍増。 

○分野別の内訳をみると、「保健・医療・福祉」の分野が大きく牽引しており、次い

で事業化しやすい「NPO の援助」や「環境保全」の分野の収入総額が高いが、こ

れらの分野を除くと、1 団体あたりの収入規模は 775 万となり、事務所代やスタ

ッフの人件費を賄うには不十分な水準にとどまっている。 

 

0

1,145

2,578

6,057

6,320

6,385

6,864

7,323

7,603

9,419

10,092

10,466

12,014

16,026

19,617

20,714

23,171

13,379

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

地域安全

消費者保護 ※5

情報化社会

学術・文化・芸術

国際協力

まちづくリ

職業能力・雇用機会

経済活動 ※4

社会教育

子どもの健全育成

科学技術 ※3

人権擁護・平和推進

環境保全

男女共同参画 ※2

ＮＰＯの援助

保健・医療・福祉

災害救援 ※1

全分野

単位：千円

１団体あたりの収入総額収入総額 団体数

全分野 6,769,780 506

災害救援　　※1 92,684 4

保健・医療・福祉 4,163,494 201

ＮＰＯの援助 294,258 15

男女共同参画　　※2 96,159 6

環境保全 348,399 29

人権擁護・平和推進 146,527 14

科学技術　　※3 40,370 4

子どもの健全育成 461,536 49

社会教育 250,915 33

経済活動　　※4 65,907 9

職業能力・雇用機会 109,830 16

まちづくリ 217,089 34

国際協力 132,711 21

学術・文化・芸術 314,960 52

情報化社会 25,782 10

消費者保護　　※5 9,160 8

地域安全 1

補足

※1　4団体のうち1団体の収入総額で全体の60％を占める

※2　6団体のうち2団体の収入総額で全体の90％を占める

※3　4団体のうち1団体の収入総額で全体の62％を占める

※4　9団体のうち1団体の収入総額で全体の78％を占める

※5　8団体のうち2団体の収入総額で全体の66％を占める

団体数が少ない分野については、収入規模の大きい団体の影響を
受けるため、以下（※1～※4）を参照

 

（愛知学泉大学馬場英朗研究室） 
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◆市内ＮＰＯ法人の収入規模別法人数 

○指定管理や緊急雇用対策など公的な委託事業が増えていることもあり、収入規模

1000 万円を超える団体が 164 団体（構成比 32.4％）と平成 16 年度の 77 団体（同

23.0％）に比べ倍増しているが、100 万円以下の団体が 187 団体と全体の約 1/3

（同 36.8％）であるなど、依然脆弱な経営基盤にある。 

187

168

156

90

154

70

10

7

0 100 200 300 400 500

平成20年度

平成16年度

単位：団体市内NPO法人の収入規模別法人数

100万円未満 100万円～1000万円 1000万円～1億円 １億円以上
 

３．収入総額に占める寄付や助成金の割合は約 2 割にとどまっている。 

 

◆市内ＮＰＯ法人の収入構成（平成 20 年度事業報告書より） 

○収入構成を分野別にみると、寄附金の割合は「人権擁護・平和推進」や「国際協

力」以外では少なく、全体で収入の 8％にとどまっている。 

○補助金・助成金の割合では、「科学技術」や「災害救護」などを除くと補助金・助

成金の割合が少なく、全体では 11.5％にとどまっている。 

○「ＮＰＯの援助」や「社会教育」など行政からの委託の割合が大きい分野では事

業収入等の割合が高く、「芸術・文化」や「まちづくり」など市民の主体的な参加

による活動内容が比較的多い分野では、入会金や会費の割合が高くなる傾向。 

 

（愛知学泉大学馬場英朗研究室） 
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29.2%
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52.0%
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81.6%
82.0%

90.1%

74.2%

49.8%
40.5%

11.5%
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科学技術

国際協力

人権擁護・平和推進
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学術・文化・芸術

子どもの健全育成

環境保全

保健・医療・福祉

職業能力・雇用機会

社会教育

ＮＰＯの援助

全団体の平均

補助金・助成金

入会金・会費

寄付金

事業収入等
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４．名古屋市との協働事業の件数は年々増加しているが、委託などの金額は減少傾向 

 

◆名古屋市における市民活動団体との協働事業件数の推移  

○協働事業の件数は、平成 16 年度には 100 件程度であったが、年々増加していき、平

成 21 年度には 800 件程度と増加している。 

○支出金額別に協働事業の件数をみると、支出のある委託・補助等の事業のうち、金

額が 100 万円以下の事業が約 80％を占めており、規模の大きい事業は少ない。 

○１事業あたりの支出金額を平成 18 年度と比較した場合、指定管理者制度を除くと減

少傾向にある。 

○従来の委託事業とは視点を変え、中期的な行政課題をテーマとして、より規模の大

きな事業を複数年にわたって協働で実施することを通じて、市民活動団体の成長に

つなげていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜支出金額別＞ 
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１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

(件) 

うち、委託・補助

金等支出がある事

業件数
～10万円 ～30万円 ～100万円 ～500万円 ～1,000万円 1,000万円超

471 149 49 51 21 16 4 8

支出件数(149件)

に占める割合 100% 33% 34% 14% 11% 3% 5%

782 250 87 62 40 30 16 15

支出件数(250

件)に占める割合 100% 35% 25% 16% 12% 6% 6%

㉑-⑱差引 311 101 38 11 19 14 12 7

支出金額

１８年度

２１年度

事業総数

名古屋市と市民活動団体の協働事業件数の推移 
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５．市民活動団体との協働を進めるための課題（アンケート調査より、詳細は資料編を参照） 

    

◆「ＮＰＯ」に対する印象（複数回答） 

○市民の印象はおおむね好意的だが、協働の相手となる市職員や企業で「信用でき

ない」「よくわからない」との回答が多い傾向が見られ、市民活動団体の情報発信

や相互交流の機会が不足している。 

 

企
業

市
民
・
市
職
員

45.5%

30.4%

17.3%

8.9%

53.2%

33.0%

21.9%

24.7%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

自主的に社会に役立つ活動を行う団体

行政の行き届かないところを補う団体

寄付金や補助金で活動している団体

（市民のみ）

あまり信用できない団体

（市民のみ）

行政に対して様々な要求を行う団体

（市職員のみ）

よくわからない団体

（市職員のみ）

市民

市職員

24.3%

14.8%

15.7%

22.4%

36.7%

17.1%

行動的

役立つ・頼もしい

情熱的

友好的

何をしているのか分からない

うさんくさい

企業

 

◆市職員の協働によって事業を進めることについての認識 

○積極的に協働を進めるべきとする市職員は 20％で、協働事業が増加している割には

平成 18 年度調査と比較してもあまり変化はない。わからないという回答も 20％あ

り、研修などの機会で、協働に関する職員の意識を高めることが必要である。 

 

21.9%

49.3%

5.8%

1.0%

20.2%

20.6%

49.5%

7.7%

2.3%

20.0%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

積極的に進めるべき

どちらかというと進めるべき

どちらかというと進める必要はない

まったく進める必要なない

わからない

H18年

H22年
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◆市民活動団体が行政と相互理解を進めるために必要なこと（複数回答） 

○意見交換会等の議論の場、行政職員の理解の促進という回答が半数を占めている。

また、特に任意団体からは、活動内容や組織情報の公開が必要との回答が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆名古屋市の施策への期待（複数回答） 

○「気軽に相談できる場の充実」や「ＮＰＯの評価や情報提供」に対する期待が高い。

平成 18 年度調査との比較では、「協働事業の推進」や「交流機会の提供やネットワ

ークの形成」に対する期待が高くなった反面、「悪質な団体を見分けるためのＮＰＯ

の評価」や「活動に対する資金援助」の項目が低くなった。 

 

40.7%

45.3%

38.3%

11.4%

9.9%

24.3%

38.2%

37.5%

33.2%

23.6%

21.8%

16.3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

市民が気軽に相談できる場の充実

悪質な団体を見分けるためのＮＰＯ評価

活動している団体の情報の提供と収集

ＮＰＯと協働して実施する事業の推進

団体同士の交流機会の提供やネットワークの形成

活動に関する資金援助

平成18年度(1806人)

平成22年度(1188人)

 

 

2.9%

56.1%

52.2%

43.3%

27.8%

27.8%

16.1%

14.4%

10.0%

6.1%

5.0%

6.2%

11.4%

21.9%

21.4%

32.4%

30.0%

28.6%

53.3%

55.2%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 %

意見交換会などの行政と
市民活動団体の議論の場

市民活動団体に対する
行政職員の理解の促進

ホームページ等での市民活動団体の
活動内容や組織に関する情報の公開

相互理解を促進するための
共通ルールの整備

セミナーやシンポジウムなど
情報発信の場

行政職員の市民活動団体への
インターンシップなどの人事交流

行政機関に対する市民活動
団体関係者の理解の促進

市民活動団体の行政機関への
インターンシップなどの人事交流

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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６．市民活動推進センターへの要望（アンケート調査より、詳細は資料編を参照） 

 

◆市民活動団体がセンターを利用しない理由（複数回答） 

 

○特に任意団体から「活動エリアから遠い」という意見が多かった。草の根で活動し

ている団体にとって、都心部のセンターへ出かけるという感覚より、現場に近いと

ころで気軽に利用したいという希望が多いと思われる。 

○情報提供や相談・講座等のセンターのサービスが「ニーズに合わない」との回答も

多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市民活動団体から見た市民活動推進センターに必要な機能（複数回答） 

 

○「会議室や活動場所の提供」との回答が全体として多く、任意団体では「情報収集、

発信機能」、ＮＰＯ法人では「交流できる場や機会の提供」との回答が多かった。 

 

2.9%

37.9%

30.1%

20.4%

15.5%

13.6%

12.6%

9.7%

8.7%

22.3%

3.9%

23.5%

2.2%

11.0%

11.8%

16.9%

22.8%

12.5%

25.0%

27.9%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 %

活動エリアから遠い

情報提供・相談等がニーズに合わない

講座等がニーズに合わない

存在自体を知らなかった

中間支援団体等、他のサービスを利用しているので
必要ない

地域や市民活動団体と知り合う機会がない

使いたい機器やサービスがない

利用料金が高い

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)

8.1%

4.3%

48.3%

51.7%

38.3%

37.8%

39.4%

44.4%

33.3%

36.7%

24.4%

7.8%

5.6%

25.2%

22.4%

28.6%

25.2%

40.5%

44.3%

28.6%

42.4%

37.1%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 %

会議室や打合せスペースなど
活動場所の提供

市民活動団体の情報を収集、
発信する機能

行政・企業・その他団体などと
交流できる場・機会の提供

協働相手にふさわしい他の
団体や行政、企業などの紹介

市民活動団体同士が交流
できる場・機会の提供

市民に対する市民活動団体のPR

経験豊富な職員による市民活動
団体の活動や運営面での専門的な相談

プリンターやコピー機
などOA機器の提供

地域住民や地域団体との仲介役

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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７．東日本大震災の被災地支援の動き   

 

◆全国の動き 

○全国の多くの市民活動団体がお互いに連携しながら被災地・被災者支援のために活発

に活動しており、そうした団体への活動に対する寄附金も多く集まっている。 

 

登録団体数 

東日本大震災支援全

国ネットワーク 

（5月 23 日現在） 

508 団体

募金 

中央共同募金会（5月

27 日現在） 

東日本大震災義援金   303 億 9600 万円 

災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金

    19 億 6550 万円

国際協力 NGO センタ

ー（5月 16 日現在） 

東日本大震災支援活動まとめて募金 

4,741 万円

日本 NPO センター 

（4月 30 日現在） 
東日本大震災ＮＰＯ応援募金 6,890 万円

 

◆名古屋市内の動き 

○東日本大震災の被災地支援のため本市が市社会福祉協議会や災害ボランティア団体の

協力を得て設置したボランティアセンターの活動実績（4月14日開設 5月27日現在）。 

 

相 談 件 数 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 件 数 ボランティア活動件数

総 数 うち被災者 個 人 団 体 市 内 被災地域*

623 件 87 件 259 件 29 団体 35 件 34 人

 *5 月 27 日までにボランティアセンターで確認がとれた件数 

 

○市社会福祉協議会及び市内の市民活動団体が被災地へ派遣したボランティア数 

（５月 27 日現在） 

 

派遣団体 派遣件数 ボランティア数 

市社会福祉協議会 ２件 74 人

市内市民活動団体（*） 19 件 706 人

合計 21 件 780 人

*把握している 2団体が発表している実績値の合計 
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第 2 部 取組みの基本方針 

 

2－1 ビジョン策定のねらい 

 

 

 

 

 

2－2 検討すべきテーマと取組みの基本方針 

 

○市民活動の活発化による社会的課題の解決を共通の目的とする。 

○行政単独では解決が困難な社会的課題に対して、その課題の解決のために活動しようと

するさまざまな主体を結びつけ、協働する場を提供することや、市民活動が活発に行わ

れるような環境づくりを行うことが行政に期待されている。 

○目標の達成のため、5つの検討すべきテーマを設定し、今後とも議論を深める。 

○そのため、市内の市民活動団体の特徴と活動実態を踏まえ、協働を促進させる組織の形

成や意見交換や協働の場づくりなど独自の取組みを行うことで、「なごや協働スタイル」

を確立させ、その推進拠点として、市民活動推進センターの機能を強化する。 

○上記の支援体制を構築したうえで、地域における支援拠点の検討など、実態に合わせた

市民活動の活発化方策を立案する。 

 

 

市民・市民活動団体・企業・行政等が支えあい、地域社会の課題を解決していく姿

をめざし、主として市民活動団体や行政の果たすべき役割分担と行動すべき取組み

の方向性を示す。 
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第 3 部 協働・連携の推進のために 

 

3－1 課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3－2 目指すべき協働の姿 

 

○社会的課題を解決するために、さまざまな主体がその役割を自覚し、名古屋の特性を

活かした協働のスタイルを意識しながら、助け合う風土がつくられている。 

 

■さまざまな主体の参加による協働の場 

市民活動団体

（ＮＰＯ）

市民

地域・学校

大学

行政

企業

自主的･自発的な参加

なごや協働

スタイル

なごや協働

やろまい隊

○市民活動団体の活動が活発化し、協働の件数は増加しているにも関わらず、

アンケート結果では協働を進めるべきという市職員の割合は変化しておら

ず、企業との協働も進んでいない（Ｐ35～36 参照）。また、市内の市民活動

団体が行政と協働する際に障害と感じることでは、マンパワーの不足やどこ

に相談したらいいかわからないという回答が多く寄せられた。（Ｐ37 参照） 

○社会的課題に気付き、行動しようとする人々が出会う場づくりや、相談の窓

口の明確化。協働しようと行動するマンパワーを補う支援体制の整備が求め

られている。 

○市民活動が必要と感じる市民の割合が増加している（Ｐ34 参照）など、市民

の関心の高まりを背景に、市民や行政（職員）、企業（社員）等の意識を高め、

市民活動に参加を促すためのきっかけづくりが必要。  

【企業の役割】 

・地域社会の一員として

の社会的責任  

・企業の持つ資源（人・

モノ・カネ）の活用 

【行政の役割】 

・公共サービスにさまざまな人々が参加

できる仕組みの整備 

・地域のコーディネーターとなる職員の存在 

【市民活動団体の役割】 

・新しい公共サービスの担い手 

・住民が主体となる地域社会づ

くりの促進  

【市民の役割】 

・地域の問題を自ら考

え行動する自主的な

活動 
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3－3 「なごや協働スタイル」を確立しよう 

 

○市民活動団体と行政や企業等が一緒に事業に取り組むと、よりよいサービスが提供でき

るという視点で、名古屋市の市民活動の現状を踏まえて、どのような協働が望ましいか

を検討する。 

○市民活動の領域と行政の領域が重なり合う協働の領域において、多様な主体が協働して

課題解決を図るための名古屋独自の取組みを、市民活動と行政の「なごや協働スタイル」

と呼び、目標の共有化を図る。 

 

■行政と市民活動団体の役割分担 

記号 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

分 類 行 政 単 独 行 政 主 体 対等な関係

で 協 働

市民活動主体 市民活動単

独 

役割分担 法律等で行政

に義務付け 

従来型の委託

事業・指定管理

「なごや協働

スタイル」

補助・後援・

事業協力 

民間活動（行

政関与なし）

 

■新しい「なごや協働スタイル」 

委託

指定管理

市民活動の領域行政の領域

ＥＡ ＤＢ

協働の領域

行政単独 市民活動

単独

補助

後援

Ｃ

 
 

 

 

 

 

◆さまざまな人々の参加により協働をつくりあげる「協働やろまい隊」 

◆課題を持ち寄って、共有し、課題解決につなげる「テーマ別協働チーム」 

◆協働のルールの尊重と、意見交換しながら役割分担して仕様を検討する「協

働型委託事業」 

◆団体の信頼性を高めるための自己評価「デキるなもＮＰＯシート」 

なごや協働スタイル 
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3－4 協働推進組織「なごや協働やろまい隊」の形成 

 

○学校の枠を越えて、子どもの学習を助ける市民活動や、実際に被災地を支援した経験を

活かして災害時の被災者支援対策を考えるボランティア団体など、急速に複雑化する社

会的課題に、従来の固定的な組織や制度で対応するのではなく、学生・専門家（法律や

経営の専門家だけでなく、身近な課題に直面し、その課題と向き合った経験や知識を持

つ人を含む）・企業などさまざまな“支える人”による活動の輪が広がりつつある。 

○課題に気付き意識をもつ人たちをゆるやかにつなぎあわせ、課題が明確になれば、結び

目を強くし、解決したら結び目を開くというコーディネートのあり方が求められている。 

○ “支える人”が出会う“結び場”をつくり、“支える人”を“支えてくれる人”として

「なごや協働やろまい隊」を形成する。 

 

■「なごや協働やろまい隊」の活動イメージ 

  

 

＊「なごや協働やろまい隊」は、「協働コーディネーター」と「結ぶ人」を構成員と

し、市民活動推進センターを拠点として活動する。 

＊法律やマネジメントなどの経験や専門知識を有する有識者や自らの体験を通じて

特定の課題に対する知識や経験を習得した人なども「やろまい隊」に登録する。 

 

「専門家」には、有識者だ

けでなく、自ら体験を通じ

て課題に対する知識や経

験を習得した人も含む。 
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3－5 なごや協働やろまい隊の活動イメージ 

 

○具体的活動として、テーマ別に具体的な目標を設定したパイロットプロジェクトを進め

るために「協働チーム」を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

○協働コーディネーターが「協働チーム」のリーダーとなり、そのプロジェクトの運営を

通じて、協働型事業の企画提案や支援センターで実施する講座等の実施につなげる。 

○「結ぶ人」は、養成講座やインターンシッププログラムの修了者、専門家組織との連携

などの方法で公募し、審査のうえ市民活動推進センターに登録される。全員が必ず 1つ

以上の「協働チーム」に登録し、協働コーディネーターとともに活動を担う。 

 

 

 

 

 

 

■「やろまい隊」の活動イメージ 

 

【「協働チーム」で想定されるテーマ】 

・子育てや環境、防災、福祉などの分野別のテーマ 

・まちづくりなど地域の課題による地域別テーマ 

・企業従業員・退職者、税理士や弁護士等の専門家、大学教員・学生による経

営力・広報力の支援（プロ・ボノ）などの技術的テーマ 

【結ぶ人の役割】 

・「協働チーム」の参加者の発掘・紹介 

・会議の進行に関連した情報提供や調査などの運営支援 

・企業や地域など多様な組織や人とのつなぎ。 
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3－6 さまざまな主体が社会的課題を解決する「結び場」づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意義 ・目的・目標の共有、相互理解の促進 

・協働で事業を行うことによる公共サービスの質と効率性の向上 

 

概要 

 

・「テーマ別協働チーム」の設置 

・一定のルールのもとで、協働して事業を担うグループを結成 

・協働コーディネーターがグループの活動を支援 

市民活動団体と行政の「結び場」

 

意義 ・地域活性化に民間活力の導入、ソーシャルビジネスの創出 

・社会的責任を果たすことによる企業イメージの向上 

・地域社会に参加することで社員のモチベーション向上、人材育成 

 

概要 ・ＣＳＲの部局を持たない中小企業の経営者に向け、企業が地域社会

の一員としてできることを具体的に提案 

・企業の社員が個人として地域の市民活動と連携し、モチベーション

の向上や人材育成につながるような雰囲気づくり 

・経営者の意識を高めるための経済団体等への働きかけ 

・企業の支援メニューの実態調査や先進事例の紹介 

・企業ＯＢを対象とした協働コーディネーターの養成 

 

市民活動団体と企業の「結び場」

 

意義 ・市民活動団体の専門性や企画力が地域団体の活動に変化をもたらす 

・地域住民からの信頼が増し、市民活動団体の活動に広がりをもたらす

 

概要 ・地域で活動する市民活動団体の情報発信を促進 

・意識を高める→社会的課題をテーマに問題意識やビジョンを共有 

・活動を支援する場の提供と、コーディネート人材の育成 

・学校と連携し、将来の市民活動の担い手である子どもの参加を促す 

市民活動団体と地域（学校）の「結び場」
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3－7 協働のひとづくり 

 

○専門家がその専門性を社会貢献の形で発揮する「プロ・ボノ」や社会的課題の解決をビ

ジネスの手法で実施しようとする「社会的起業家」、若い世代を中心にしたアルバイトと

ボランティアの中間で知識や体験を重視した「ボラバイト」や市民活動団体への就職志

向など、従来にない新しい社会との関わり方に注目が集まっている。 

○市民活動に興味があるが、一歩を踏み出せない人々に対し、意識を高めてもらうきっか

け作りを行うことで、市民参加のすそ野を広げることが求められている。 

 

■対象別の取組みの例 

対象 主な取組み 

若者向け 
特に将来の市民活動の担い手である学生向けに、大学と連携した

市民活動団体への実践的なインターンシップ。 

市職員向け 
地域のコーディネーターとしての役割の再認識のため、「協働の手

引書」等を活用し、協働をテーマとした職員研修。 

企業の社員向け 

企業での経験を活かして社会貢献に参加したり、退職後の地域社

会へのソフトランディングを目指して地域の市民活動に参加する

など、意識付けのための講座等の開催。 
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第 4 部 市民活動団体の自立・発展のために 

 

4－1 課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民活動団体の自立・発展のために必要な課題について、アンケート調査の結果などか

ら、重点的に検討すべき事項を下図のように整理する。 

 

自立し、協働で

きる力をつける

情報発信・収集力を高める
■提案力をつける

■情報交流を積極的に行い、コミュニケーショ

ン能力を高める

信用力を高める
■評価基準の提案、信用力の強化

■情報公開・説明責任を果たす

資金が地域で回る仕組みづくり
■市民ファンドの設置などの検討

■団体の活動内容の積極的ＰＲ

市
民
活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化

■
市
民
活
動
団
体
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
運
営

■
地
域
の
支
援
拠
点
の
検
討

【市民活動団体の取組みを支援】

【行政の役割】
 

 

○東日本大震災による被災地の支援に活躍する市民活動団体の活動に対し、その

活動に要する直接的な資金への支援は集まっているが、団体の運営に要する間

接的な資金の獲得が困難なため、長期化する被災地支援に対応できず疲弊して

いる実例が見られる。また、災害などの危機が生じたときに迅速に対応するた

めには、普段からの情報交流を通じて、関係者と顔の見える関係を形成するな

ど、コミュニケーション能力を高めておく必要がある。 

○アンケート調査によると、資金調達の手段において、市民からの寄附と回答し

た団体は、ＮＰＯ法人で 11.9％、任意団体で 8.3％であり、役員・会員からの

寄附（ＮＰＯ法人で 31.0％、任意団体で 18.9％）に比べ少ないという傾向が

見られた（Ｐ39 参照）。 

○信頼性を高めるために必要なことでは、活動内容等の情報公開に次いで、財政

基盤の強化が必要とした団体がＮＰＯ法人で 53.8％、任意団体で 31.7％と多

かった（P40 参照）。 
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4－2 団体の主体的な取組みを支援 

 

○情報発信・収集力を高める 

・市民の意見をもらいながらの、団体同士の議論や連携の場を設ける。 

・市民活動団体の活動内容を市民に紹介する機会を提供するとともに、コミュニケーショ

ン能力を高められるよう、交流の機会に積極的に参加するよう呼び掛ける。 

 

○団体の信用力を高める 

・団体の信用力を高めるため、利用者の満足度を団体として把握する仕組みがあるか、団

体の運営状況やマネジメント指標などを「なごや協働やろまい隊」などが主体となって、

広めていく活動を行う。 

 

4－3 資金が地域で回る仕組みづくりなどの環境整備 

 

○市民ファンドの設置など寄附の受け皿となる仕組みの検討 

・資金が地域で回る仕組みづくりのために、市民ファンドの設置など寄附の受け皿となる

仕組みの実現可能性について、関係機関等と連携して、調査・検討する。 

・市内の市民活動団体の活動内容を取材し、パンフレットや市民活動推進センターの機関

誌に掲載するほか、ホームページへ掲載するなど、市民や協働の相手方である行政職員

や企業に向けて積極的に紹介する。 

・イベントの開催や市民ファンドの連携といった市民活動団体の主体的な活動を支援する。 

・国の税制改正等の動きや企業の独自の取組みを情報収集し、市民活動推進センターの講

座などで積極的に情報提供を行う。 

 

■資金が地域で回る仕組み（イメージ） 

市民のお金を地域で循環させる

セーフティネット、地域再生

市民・地域企業

行政

納税

ＮＰＯ・市民活動団体
委託・補助

市民ファンド
（公益財団）

ＮＰＯバンク

(公益認定)

寄附（税制優遇）

情報共有・

運営支援

出資

融資・活動支援助成・活動支援

地域への再投資

地域金融機関

融資

預金

連携

協調融資

既存の資金の流れ

ファンド設置後の

資金の流れ

支援
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4－4 市民活動推進センターの機能強化 

 

○市民活動推進センターの役割を見直す 

従来の機能

・活動場所の提供

・情報提供の支援

・相談・講座の開催

新しいニーズに応えるための機能強化

・行政との協働の窓口

・ボランティア登録・マッチング

・団体の育成（人材育成、評価、経営指導）

・地域の支援拠点の整備とネットワーク

 

【機能強化のための検討事項】 

行政との協働の窓口
センターに市の職員が常駐し、市と協働したい市民活動団体の

相談を受けて適切と思われる部署との間で必要な調整を行う。

地域資源の仲介 
地域の市民活動団体、専門家などの人材、企業や行政の補助制

度、活動場所の支援制度などの市民活動に役立つ情報を紹介。

ボランティア登録 
社会福祉協議会と連携し、ボランティアの登録制度をつくり、

活動の機会を紹介し、相互の交流の機会をつくる。 

人材育成 

市民活動に関わる人材を発掘・育成するとともに、市民活動団

体のスタッフにセンターの運営に参加してもらうことで、団体

相互のネットワークの構築とスタッフの人材育成につなげる。

評価 
市民活動団体の信用力を高めるため、自主的な自己評価の実施

や評価結果の公表などの取組みを支援する。 

 

4－5 地域に密着した活動の支援拠点（地域の支援拠点）のあり方の検討 

 

○地域に密着した活動を展開している市民活動団体の活動支援のために、地域での活動拠

点となる「地域の支援拠点」の整備のあり方について検討する。 

 

■中核的センターと地域の支援拠点のイメージ 

【中核的センターの持つべき機能】

①ＮＰＯ運営・ボランティア活動のアドバイス

②行政との協働の窓口

③企業・ＮＰＯ法人などへのコーディネート

④広域的な情報発信

⑤会議室・作業スペース、機器等の貸出

⑥市民活動団体の育成、人材育成、評価

行政と中間協働

体との協働によ

る運営が必要

地域と団体をつ

なぐ人材の育成

が必要

【地域の支援拠点の持つべき機能】

①地域密着型の市民活動へのアドバイス

②地域とのコーディネート

③地域への情報発信

④会議室・作業スペース、機器等の貸出

地域の支援拠点

中核的センター
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第 5 部 取組みの方向性 

 

5－1 基本的姿勢と取組みの検討 

 

○これまでの検討結果を整理し、5つのテーマについて、具体化のための取組みについ

て、以下の基本的姿勢を踏まえつつ、その方向性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組み１ 意識づくりと意見交換の場の設定 

・協働の手引きの作成と活用 

・大学等と連携したインターンシップ 

・課題解決を目的とする「協働チーム」 

取 り 組 み の 方 向 性 

取組み４ 自立発展のための環境づくり 

・民間主体による基金制度の創設を検討 

・団体の自己評価の見える化のための仕組み

を提案 

取組み５ 市民活動団体との協働による市民活

動推進センターの検討 

・「運営協議会（仮称）」を設置 

・地域の支援拠点を検討 

取組み２ さまざまな人々を結びつける仕組み

の整備 

・「なごや協働やろまい隊」の結成・育成。 

・共同オフィス・活動の場の開設支援 

取組み３ 協働型社会的課題解決事業の推進 

・協働して社会課題の解決を図る事業を募集 

・意見交換や企画立案、事業採択過程を公開 

・事業を評価し、振り返る機会の共有 

【基本的姿勢】 

○協働に対する意識を高め、必要性を理解してもらえる社会的風土づくり。 

○社会的課題の解決に向けて、多様な活動主体が出会い、意見交換を行うとともに、

それぞれの特性を活かした協働が行われるよう、コーディネート機能を発揮。 

○市民活動団体の情報発信や活動の支援、資金調達の支援を行うことによる、活動

しやすい環境づくり。 

テ ー マ

 

意識を高

める 

協働によ

る事業展

開 

 

ネットワー

クづくり 

 

信用力を

高める 

 

支援拠点

の機能強

化 

市
民
活
動
の
活
発
化
に
よ
る
社
会
的
課
題
の
解
決 

目 的 目 標 

協
働
・
連
携
の
促
進 

市
民
活
動
団
体
の
自
立
発
展 
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5－2 取組みの方向性 

 

 

 

目  的 

地域に係わるさまざまな主体が、お互いの特性を理解したうえで、

協働して進めていこうという共通の意識づくりと協働の成果を実行

につなげるための意見交換の場を設置。 

 

○協働の手引きの作成と活用 

・協働事業の担当者向けの実務マニュアルとして作成した「市民活動団体との協働の手

引書」をテキストとし、行政職員の理解と意識を高めるための職員研修を実施する。 

・手引書の内容は、市民活動をめぐる新しい動きを取り入れるとともに、より使いやす

い内容とするため、随時改訂を行っていく。 

・市民活動団体や企業に対しても、お互いの理解の共有と協議の土台として、手引書を

利用してもらえるよう働きかけを行う。 

 

○大学と連携し、学生を市民活動団体に派遣するインターンシッププログラムを検討 

・若年層の市民活動への参加のきっかけ作りのため、大学における座学と市民活動団体

での実務研修を主体とする実践的なインターンシッププログラムを構築し、若年層の

意識を高めることで、市民活動の盛り上げを図る。 

 

○課題解決のための「協働チーム」を開催 

・分野別、地域別などの具体的なテーマを設定し、市民活動団体や企業、行政の担当者

などを集めて課題解決のために話し合う「協働チーム」を設定する。 

・意見交換が一方的な要望や説明の機会にならないよう、第三者的立場で場のとりまと

め役として協働コーディネーターや結ぶ人が会議の組立てや進行を担当する。 

 

 

 

■「協働チーム」から協働事業への流れ 

行政

市民活動

団体等 テ
ー
マ
別
協
働
チ
ー
ム

参加 具
体
的
な
取
組

役
割
分
担
の
明
確
化

協
働
事
業
の
立
案

施
策
へ
の
反
映

課題

参加

やろま

い隊

◆取組み 1 意識づくりと意見交換の場の設定 
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目  的 

「なごや協働やろまい隊」の結成とその活動を支援することにより、

さまざまな活動主体間の協働が促進されることを目指す。 

また、複数の市民活動団体が協力して、共同オフィスを運営する

動きを支援することで、団体相互のネットワーク形成につなげる。

 

○協働を推進する体制の整備による協働の場づくり 

・社会的課題を解決しようとするさまざまな人々を結びつけ、具体的な解決策を模索す

る動きを促進させるために、「なごや協働やろまい隊」を結成。 

・社会福祉協議会や経済団体関係者、経営者のグループ、企業のＯＢ等の参加により、

ボランティア団体や地域、企業ともつながるような協働の“結び場”を形成。 

 

○「なごや協働やろまい隊」に参加する人々の発掘や育成、活動の支援 

・市民活動推進センターのスタッフとして、協働コーディネーターを委嘱する。 

・協働コーディネーターのもとで、協働の場での課題解決につながる具体的な活動を支

援するため、ボランティアのコーディネーター「結ぶ人」を市民活動支援センターに

登録する。 

・「結ぶ人」は「協働チーム」に所属し、支援センターの事業や運営に協力する。 

 

○複数の市民活動団体による共同オフィス・活動の場開設支援 

・市民活動団体に活動の場を提供するとともに、複数の団体が専門性を発揮して、支援

しあうことで、市民活動団体の活性化につながるような支援拠点づくりが求められて

おり、一般市民や草の根の団体にもオープンな施設とすることで、地域に密着した市

民活動の支援拠点の形成にもつながる。 

・拠点となる施設は、旧本陣小学校跡地を活用して平成 18 年に開設した「コンビ本陣」

の試みによる成果を活かし、公的な施設の跡地利用をはじめ、市民活動団体による共

同オフィスの運営状況や課題を整理し、団体による自主的な活動の支援について検討

するなど、民間の空き施設などの地域資源の活用を促進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆取組み 2 さまざまな人々を結びつける仕組みの整備 

【取組みのイメージ】共同オフィス、活動の場の開設・運営支援 
 

○目的 民間による共同オフィスや会議室・作業場など市民活動団体の活動の

場の整備を促進することで、出会いの場と交流の機会を創出する。 

○事業例 下のようなサービスを提供する市民活動団体向けの共同オフィス、会

議室、作業場の開設・運営に関する支援制度 

・事務所機能の提供、共同会議室、作業スペースの開放など 

・相談、マッチングの実施、共同イベント、共同事業の実施など 

・地域の支援拠点としての位置付け 
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目  的 

「協働チーム」などで意見交換や協議がなされたテーマなど、市民

活動団体の特性を活かして委託を行うことが望ましい事業につき、

協働のルールを尊重しながら具体的な事業として実施していくため

の新たな仕組みをつくることで、地域のニーズに対応した質の高い

公共サービスの提供につなげていく。 

 

○協働型社会的課題解決事業のしくみづくり 

・名古屋市における市民活動団体と行政との協働事業の件数は増加したが、100 万円以下

の少額事業が約 76％を占めるなど、内容は限定的。 

・目的と目標を共有し、協働のルールのもとで行う事業の充実を図るため、市民活動団体

の特性を活かして協働することで、サービスの質の向上が図られ、社会的課題の解決が

より効果的に達成されると見込まれる事業を推進するスキームを検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■協働型社会的課題解決事業のイメージ 

・中長期的な社会課題の解決を目的とした事業テーマを募集  

・意見交換の実施→役割分担の明確化  

・事業化の可能性→企画立案→予算化  

・意見交換や企画立案、事業採択の過程を公開  

・市民活動団体と行政の双方が協働の評価を行い、振り返る機会を共有 

（振り返りシートを双方が作成し、意見交換する場をつくる）  

STEP2
企
画
立
案

①テーマに沿った意見交換会

②意見交換会の分科会等で具体的な

協働事業を企画立案

③協働事業の提案

STEP3 選
考

①選考委員会による提案事業絞り込み

②予算化→事業採択

STEP4
実
施
・評
価

①事業実施

②評価、見直し

協
働
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
ア
ド
バ
イ
ス

STEP1
テ
ー
マ
募
集

市民活動団体、行政の相互から、地域

課題解決に向けたテーマを募集

社会的課題解決事業のイメージ

次
の
事
業
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

 

◆取組み 3 協働型社会的課題解決事業の推進     
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目  的 

新しい公共や ISO26000 など、寄附や公的資金を受ける立場にある組

織の社会的責任を問われる機会が増える状況の中、市民活動団体の情

報発信力や信用力を高めるなど、主体的な取組みを支援するととも

に、活動資金が寄附などにより地域で回る仕組みづくりを検討する。

 

○資金が地域で回る環境の整備 

・市民から市民活動団体への寄附を促すための環境を整備するため、寄附を促す仕組みに

ついて、市民ファンドや他の自治体の動きと連携しながら検討していく。 

 

○名古屋版自己評価シートの提案 

・国における新しい公共の議論の高まりとともに、市民活動団体が寄附を集めやすくなる

ような税制優遇の拡充が検討され、公共サービスを担う主体としての期待が高まってい

る。 

・営利又は非営利の形態を問わない組織の社会的責任を問う ISO26000 が 2010 年 11 月に発

行され、組織マネジメントに対する社会の目が厳しくなっている。 

・安定的かつ持続的な組織運営がなされているかという情報が得られないことが、企業や

行政の市民活動団体に対する不信を招き、協働を阻害している状況がある。 

・全国的にもエクセレントＮＰＯの評価基準が公表されることを機会に、財務評価指標も

加えて、気軽にチェックできる名古屋版自己評価シートを提案する。 

・自己評価は点数をつけることよりも、責任ある組織運営がなされているかを団体自身が

振り返り、社会からの信頼を高めることに結びつけることが重要である。 

・そのためには、組織の透明性や信頼性を確保し、活動に必要なスキルや専門性を高める

ために団体が取り組んでいることを、具体的に記載できるようにする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆取組み 4 市民活動団体の自立発展のための環境づくり

【信頼を高めるために必要な情報】 

・組織の持続可能性  

ミッション、将来目標、資金計画  

・経営組織、責任体制  

理事会構成、コンプライアンス、リスクマネジメント  

・社会から受けている支援、地域への浸透度  

寄附、ボランティア、利害関係者へのメッセージ  

・サービスのコスト、サービスの提供量、サービスから生じた成果 

 

＊ただし、市民活動団体の場合、企業のような統一的な利益指標は得られ

ず、どうしても個別的要因を考慮せざるを得ない。 
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○自己評価シートの活用方法 

 

・自己評価シートは行政等が団体の良否を判断する目的ではなく、個々の団体が自分たち

の活動を見直し、より社会から信頼される運営方法を共有するために使用する。 

・自己評価シートの作成は任意であるが、ホームページなどで公開することにより、協働

相手を探したい企業や行政が個別団体の経営状況に関する情報を得られるようにする。 

・自己評価の結果を行政内部や企業等にＰＲするとともに、市民活動推進センターと連携

しながら、市民活動団体に広げていくような取組みを検討する。 

・将来的には民間主導により、自己評価が正しく行われているか検証したり、組織運営の

改善に向けたアドバイスを提供したりする取組みなども検討課題になると考えられる。 

 

【エクセレントＮＰＯ】…自らの使命のもとに、社会の課題に挑み、広く市民の参

加を得て、課題の解決に向けて成果を出している。そのために必要な、責任あ

る活動母体として一定の組織的安定性と刷新性を維持していること。 

（『エクセレントＮＰＯ』をめざそう市民会議。）

・市民性（社会参加）：市民に参加の機会を開き、市民活動団体が取り組む問題を共有し

ている。⇒ボランティアとの対話、寄附の働きかけ  

・社会変革性（課題解決）：自らの使命のもとで社会的な課題の解決に向けて成果を出し

ている。⇒ミッションの認識、アウトカムの測定、評価の仕組み、専門性・ネットワー

ク、社会への説明と理解  

・組織安定性（持続発展）：一個の責任のある活動主体としてガバナンスが機能し、経営

がある程度安定し、活動の持続と刷新を支えている。⇒意思決定の方法、ガバナンス・

チェックの仕組み、収入多様性、会計システム、人材育成  
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 【自己評価シートの事例】  デ キ る な も 「 Ｎ Ｐ Ｏ シ ー ト 」  

       市民から信頼される活動・運営ができていますか！自己チェックしてみましょう。     

 

５：非常によくできている ４：よくできている ３：ある程度でき

ている ２：あまりできていない １：全くできていない 
 

Check 1：団体の活動目的やゴールを会員や寄附者、ボランティア、

市民に説明できますか？ 
５・４・３・２・１

活動の主な対

象者は？どの

ようなゴール

や成果を設定

し て い ま す

か？ 

主な対象者 ゴール・成果 

①  

②  

③  

Check 2：成果の達成度を確認し、団体の活動目的やゴールを定期

的に見直していますか？ 
５・４・３・２・１

どのような方

法・タイミング

で見直してい

ますか？ 

 

Check 3：スタッフやボランティアは、団体の活動目的やゴールを

理解できていますか？ 
５・４・３・２・１

経営者とスタ

ッフはどのよ

うに情報共有

し て い ま す

か？ 

 

Check 4：活動目的やゴールを達成するための専門知識やノウハウ、

設備、ネットワークを備えていますか？ 
５・４・３・２・１

団体内または

外部の協力に

より活用でき

るノウハウや

経営資源はあ

りますか？ 
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（シート続き） 

Check 5：スタッフの意欲・モチベーションは高く維持されてい

ますか？ 人材は定着していますか？ 
５・４・３・２・１ 

どれくらいス

タッフやボラ

ンティアがい

ますか？ 

有給常勤スタッフ 

（平均勤続年数） 

人

（   年） 

有給非常勤スタ

ッフ 

 

（平均勤続年数） 

人 

 

（   年）

有償・無償 

ボランティア 
人   

人材について

アピールした

いことは？ 

 

人材育成の取

組みなどはあ

りますか？ 

 

Check 6：団体の財産や会計が適切に管理されていますか？定期

的に第三者（理事・監事など）がチェックしていますか？
５・４・３・２・１ 

どんな経験・知

識を持つ人が

会計を担当し

ていますか？ 

 

誰が、どのよう

に会計をチェ

ックしていま

すか？ 

 

Check 7：活動に必要な財源を確保できていますか？ 多様な財

源を得る努力をしていますか？ 
５・４・３・２・１ 

直近事業年度

の財務指標を

計算してみる

と？ 

総収入 円 正味財産 円

事業収入比率 
事業収入÷総収入 

％

うち介護保険事

業比率 
介護保険事業収入 

÷総収入 

％

うち行政委託

事業比率 
行政委託事業収入 

÷総収入 

％

社会的支援収入

比率 
（会費＋寄附＋補

助・助成）÷総収入 

％

収益率 
当期収支差額 

÷総収入 
％ 管理費率 

管理費÷総支出 
％

財源獲得に向

けた今後の方

針や、努力して

いることはあ

りますか？ 
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目  的 

平成24年4月からＮＰＯ法人認証の所轄庁事務が名古屋市に移管さ

れる予定であることを踏まえ、市民活動の支援拠点である市民活動

推進センターの機能を強化するため、運営体制の見直しを図るとと

もに、将来的な地域での支援拠点の整備も検討する。 

 

【新しい市民活動推進センターの運営イメージ】 

○法人認証などの所轄庁業務は市民活動団体の利便性や支援施策との連携を考慮し、セ

ンターを窓口として実施する。 

○行政の責任のもと、「なごや協働やろまい隊」と行政の協働で運営や事業内容を協議す

る場づくりのため、センターの運営協議会（仮称）を設置する。 

○運営協議会に参加する各主体がそれぞれの課題やノウハウを持ち寄って参加し、協議

の結果を各々の団体に持ち帰って、団体の活動や行政の施策に反映させる。 

○段階的に地域の支援拠点づくりを進め、中核的センターとの連携を図る。 

 

開設当初        現在          将来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行政による直営 

 
指定管理 

 
協働運営 

名古屋市 

市民活動団体等 

委託 

○講座等の実施 

○相談事業（一部） 

名古屋市 

市民活動団体等 

指定管理 

○活動場所の提供 

○情報提供・相談 

○講座・イベント 

（指定管理者が企画） 

名古屋市 

運営協議会（仮称） 

○事業運営の立案 

○協議の場 

 

サービス内容が画一

的、柔軟性に欠ける 

 

行政との連携が希薄 

4 年間で入れ替わる 

○活動場所の提供 

○情報提供 

○講座等の企画 

○法人認証業務 

○施設管理 

○施策の実施 

課 題 課 題

◆取組み 5 市民活動団体との協働による市民活動推進センターの検討 

地域に密着した活動支援拠点の検討 

○草の根の市民活動への情報提供、アドバイス 

○地域の行政施設、地縁組織、地元企業等とのつなぎ 

○区社会福祉協議会や中間支援市民活動団体との連携を検討 

連携 

協働コーディネーター

○事業の運営 

○調整・相談 

予算化 

場の提供 市の施策

への反映 

委嘱

NPO 社協・企業市 
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5－3 評価指標の設定 

 

○基本方針で提案された取組みの実施状況を確認・検証するために、分かりやすい評価指

標を設置する。 

 

【評価指標の事例】 

 

目標 成果指標の項目 備考 

市民参加の推進 
地域活動やボランティア・市民活

動に参加している市民の割合 

中期戦略ビジョンによる目

標値、市民アンケート 

市民活動団体と行

政との協働の推進 

協働事業の件数 全庁的に毎年度協働事例を

調査 

意見交換の場の参加者数 市民活動団体と行政が参加

する意見交換会 

市民活動団体の自

立発展 

自己評価シートを採用するＮＰ

Ｏ法人数 

評価結果の公表による信用

力の強化 

市民活動推進センターの登録団

体数 

センターとして活動状況を

把握できている団体の数 
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資料編 アンケート調査にみる現状と課題 

 

○調査の分析による課題の抽出 

 

課題１ ＮＰＯ・市民活動団体に対する意識・参加経験 

 

◆「ＮＰＯ」に対する印象（複数回答） 

 

【市民・市職員・企業】 

企
業

市
民
・
市
職
員

45.5%

30.4%

17.3%

8.9%

53.2%

33.0%

21.9%

24.7%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

自主的に社会に役立つ活動を行う団体

行政の行き届かないところを補う団体

寄付金や補助金で活動している団体

（市民のみ）

あまり信用できない団体

（市民のみ）

行政に対して様々な要求を行う団体

（市職員のみ）

よくわからない団体

（市職員のみ）

市民

市職員

24.3%

14.8%

15.7%

22.4%

36.7%

17.1%

行動的

役立つ・頼もしい

情熱的

友好的

何をしているのか分からない

うさんくさい

企業

 

市民の印象はおおむね好意的だが、協働の相手となる市職員や企業で「信用できない」

「よくわからない」との回答が多い傾向。 

【調査概要】 

・名古屋市調査 

市民活動団体：平成 22 年 12 月・回答 411 団体（ＮＰＯ法人、なごやボランティアＮＰＯセン

ター登録団体） 

（以下、この章では「ＮＰＯ」と表記） 

市 職 員 ：平成 22 年 7 月・回答 1308 人（名古屋市行政職職員） 

市   民 ：平成 22 年 10 月・回答 1188 人（市政世論調査） 

 

・愛知中小企業家同友会調査 

企   業 ：平成 22 年 11 月・回答 210 社（愛知中小企業家同友会会員） 
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◆ 市民活動への認識 

 

【市民】市民活動が必要だと思うか 

非常に必要

20.8

25.0

ある程度必要

53.5

58.7

どちらとも言えない

8.9

7.9

あまり必要ではない

1.7

1.5

全く必要でない

0.4

0.4

わからない 件数

1,806

1,188

0% 25% 50% 75% 100%

平成18年度

平成22年度

 

 

【市民・市職員】ボランティア・市民活動に参加した経験 

市
職
員

市
民

42.2%

7.5%

6.1%

5.6%

41.6%

6.2%

34.6%

55.1%

39.4%

4.0%

4.2%

4.6%

39.1%

7.5%

28.2%

64.3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

自治会・町内会など地域の活動

ボランティア団体・市民活動団体に所属して活動

個人的に参加しているボランティア活動

企業などが実施するボランティア活動

参加したことはない

現在参加している

今は参加していないが過去に参加したことがある

全く参加したことはない

H18年

H22年

 

 

市民活動が必要だと思う市民の割合は 83.7％と平成 18 年度調査の 74．3％より増加

しており、これからの社会にとって市民活動が必要という認識は高まっている。 

市民・市職員ともに、身近な市民活動は自治会やＰＴＡなどの地域の活動が主体で

あり、市民活動団体に所属したり、団体の活動に参加したりという経験は少ない。

特に市職員については、平成 18 年度調査より「参加したことがない」という回答が

増加。 
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課題２ 協働に関する意識と課題 

 

◆市職員の協働に関する意識 

 

【市職員】 協働によって事業を進めることについての認識 

21.9%

49.3%

5.8%

1.0%

20.2%

20.6%

49.5%

7.7%

2.3%

20.0%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

積極的に進めるべき

どちらかというと進めるべき

どちらかというと進める必要はない

まったく進める必要なない

わからない

H18年

H22年

 

【市職員】 協働が必要な理由、必要でない理由 

必
要
な
理
由

必
要
で
な
い
理
由

73.4%

46.6%

43.8%

28.4%

17.4%

64.1%

53.4%

42.7%

41.2%

35.9%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

行政だけでは解決できない課題や問題が増えている

市民ニーズを踏まえたまちづくりを進めるため

市民の参加意欲を高める

市民、ＮＰＯそれぞれに必要な役割がある

行政の仕事を減らすため

時間や労力がかかりすぎる

信用できない団体がある

自主的な活動であり、行政が関るべきでない

行政は工夫次第で十分対応できる

ＮＰＯと行政は異質なもの

協働が必要な理由

協働が必要でない理由

 

積極的に協働を進めるべきとする市職員は 20％で、平成 18 年度調査と比較してもあ

まり変化はない。わからないという回答も 20％あり、多くの職員が協働すべきかど

うか迷っている状況がわかる。 

必要な理由としては、「行政だけで解決できない課題の増加」、「市民ニーズや参加意

識に応えるため」というものが多く、必要でない理由としては、「時間や労力がかか

り過ぎる」、「信用できない団体がある」という回答が多かった。 
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基本的理解を進める

15.9%

目的の明確化

12.7%

団体の情報収集

12.2%

協働についての理解

9.7%

財源の確保

7.7%

団体の評価

7.3%その他

必要な条件

（640件）

企業の社会的責任

25.5%

地域の活性化

22.7%

企業イメージ向上

13.6%

将来の事業に結びつく

11.8%

ＮＰＯの理解を深める

9.1%

その他

14.0%

関わる理由

（110件）

◆企業の協働に対する認識 

 

【企業】 最近 3年以内にＮＰＯと関わりをもったことがあるか 

ある

23.8

ないが、以前は持ってい

た

5.7

もったことはない

70.0

件数

210

0% 25% 50% 75% 100%

企業

 
【企業】 関わる理由、関わらない理由（複数回答） 

その他

28.4%

財政的余裕なし

8.8%

資金的支援のみでは

無意味
9.0%

人的余裕なし

9.0%

どのような活動ができ

るかわからない

22.2%

どのような団体がある

かわかならい

22.7%

関われない理由

（388件）

 
【企業】 協働に必要な条件

その他

36.7%

ネットワーク

7.7%

マネジメント能力

8.2%

コミュニケーション能力

8.8%

地域住民と密接

11.3%

情報公開度が高い

10.3%

活動理念が明確

15.3%

期待する条件

（679件）

 

関わりを持ったことのないとの回答が 7割を占めるなど、企業とＮＰＯの協働は進ん

でいない。その理由としては団体の活動に対する情報不足があげられる。 
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◆市民活動団体が行政との協働を進めるための課題 

 

【ＮＰＯ】 行政と協働する際に障害と感じていること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＰＯ】 行政と相互理解を進めるために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

協働を進める上での障害は、余裕がない、だれに相談したらいいかわからない、協

働に合うのかわかならないといった回答が多く、具体的な行動に踏み出す以前でた

めらっている様子がうかがえる。任意団体よりＮＰＯ法人にこの傾向がやや強い。 

意見交換会等の議論の場、行政職員の理解の促進という回答が半数を占めている。

また、特に任意団体からは、活動内容や組織情報の公開が必要との回答が多かった。

2.4%

36.1%

35.0%

34.4%

28.3%

22.8%

16.7%

12.2%

6.1%

22.8%

5.0%

19.5%

3.8%

8.6%

20.0%

31.0%

35.7%

31.4%

39.5%

40.0%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 %

マンパワーが不足しており、
行政と協働するだけの余裕がない

どこに（又は誰に）相談に
行ったらよいのかわからない

自分たちの事業が協働に
合うのかどうかわからない

行政と一緒にどのように
仕事をするのかわからない

行政が意見を聞いてくれない
（聞いてくれないのではと不安）

契約や補助金申請などに必要な
書類の作成方法がわからない

行政から指導・介入されたくない

以前やってみたがうまくいかな
かった、成果が上がらなかった

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)

2.9%

56.1%

52.2%

43.3%

27.8%

27.8%

16.1%

14.4%

10.0%

6.1%

5.0%

6.2%

11.4%

21.9%

21.4%

32.4%

30.0%

28.6%

53.3%

55.2%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 %

意見交換会などの行政と
市民活動団体の議論の場

市民活動団体に対する
行政職員の理解の促進

ホームページ等での市民活動団体の
活動内容や組織に関する情報の公開

相互理解を促進するための
共通ルールの整備

セミナーやシンポジウムなど
情報発信の場

行政職員の市民活動団体への
インターンシップなどの人事交流

行政機関に対する市民活動
団体関係者の理解の促進

市民活動団体の行政機関への
インターンシップなどの人事交流

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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【ＮＰＯ】 行政と協働する際に、窓口に必要な機能（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

協働の窓口に期待するものとしては、任意団体で地域とのつなぎとの回答が多く、ＮＰ

Ｏ法人で協働に関する事業担当課との総合調整との回答が多かった。 

39.4%

28.9%

18.3%

2.8%

3.3%

7.2%

27.1%

25.2%

3.8%

31.9%

3.3%

8.6%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 %

地域に密着した事業を実施する際の当該地域の関
係者・団体等との仲介・調整機能

提案したいテーマやアイデアを協働に結びつけるた
めの相談機能

協働する事業に関連する事業課との総合調整機能

協働に必要な管理運営に関する書類等の作成支援
機能

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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課題 3 市民活動団体の自立発展 

 

◆資金調達の手段 

【ＮＰＯ】 現在の手段（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＰＯ】 将来期待する手段（複数回答） 

 

現在の資金調達の手段は会費収入を除けば行政からの委託・助成との回答が多く、

市民からの寄附との回答は少なかった。 

将来に期待する手段は、行政からの委託・助成のほかに、企業や財団からの委託・

助成との回答が多かった。 

4.8%

0.0%

70.6%

2.2%

18.9%

7.2%

8.3%

26.1%

18.9%

1.1%

17.8%

15.0%

2.2%

36.2%

17.1%

22.4%

31.9%

15.2%

31.0%

11.9%

75.7%

9.0%

0.0 % 25.0 % 50.0 % 75.0 % 100.0 %

会費収入

借り入れ

役員・会員からの寄付

企業・財団等からの寄付

市民からの寄付

行政からの委託・助成

企業や財団等からの委託・助成

事業収入
（介護保険事業などの法定事業の報酬）

事業収入
（その他のｻｰﾋﾞｽ提供による対価・料金）

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)

1.4%

60.0%

12.8%

28.3%

16.1%

38.3%

42.8%

26.7%

4.4%

6.1%

5.0%

3.8%

18.1%

46.2%

49.5%

21.0%

39.5%

53.3%

51.4%

17.6%

0.0 % 25.0 % 50.0 % 75.0 %

会費収入

役員・会員からの寄付

企業・財団等からの寄付

市民からの寄付

行政からの委託業務

企業や財団等からの委託・助成

事業収入（提供するサービスの対価）

事業収入（法定事業の報酬等）

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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◆信用力を高めるために 

 

【ＮＰＯ】 信用力を高めるために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＰＯ】 セルフチェックのしくみができたら活用するか（複数回答） 

 

 

信用力を高めるために必要なことは、活動理念や内容に関する情報の公開が最も多

く、ＮＰＯ法人では財政基盤の強化や組織運営能力の向上、協働の実績という回答が

多く、任意団体では組織や活動拠点に関する情報の公開との回答が多かった。 

「具体的なメリットがあれば行いたい」との回答が 4 割をしめたが、「信用力の向上

のために積極的に行いたい」との回答は 2割強にとどまった。反面「行う必要がない」

との回答は 2割強であった。 

61.7%

31.7%

36.1%

31.1%

41.1%

25.6%

7.8%

5.6%

1.9%

5.2%

24.3%

42.4%

47.6%

28.6%

56.2%

53.8%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 % 70.0 %

市民活動団体の活動理念や
活動内容に関する情報の公開

財政基盤の強化

組織運営能力の向上

行政や企業との協働の実績

市民活動団体の組織や活動
拠点に関する情報の公開

行政または第三者機関による
評価や認定

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)

21.7%

41.1%

26.7%

26.1%

13.3%

10.0%

6.1%

4.8%

7.1%

20.5%

33.8%

11.9%

23.8%

41.9%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 %

ｾﾙﾌﾁｪｯｸを公開することで
信用力があがるのなら積極的に行いたい

ｾﾙﾌﾁｪｯｸを行うことによって
具体的なﾒﾘｯﾄがあるならば行いたい

ｾﾙﾌﾁｪｯｸ項目が多すぎず､
負担にならないようであれば行いたい

あまり意味がないので行う必要はない

ｾﾙﾌﾁｪｯｸだけではなく､
第三者機関による評価を実施すべき

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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課題４ 市民活動推進センターに期待するもの 

 

◆市民活動推進センターの認知度と課題 

 

【市民】 なごやボランティア・ＮＰＯセンター（以下ＮＰＯセンター）の認知度 

現在利用している

現在利用している, 0.3

過去に利用した

過去に利用した, 1.2

知っているが利用したこと

はない

22.8

知らない

74.3

無回答

1.3

件数

1,188

0% 25% 50% 75% 100%

市民

 

【ＮＰＯ】 市のＮＰＯセンターを利用しているか 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＰＯ】 市のＮＰＯセンターを利用しない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の認知度は低く、「利用している」という回答は 0.3％に過ぎなかった。 

「よく利用している」という回答は、任意団体ではセンターの登録団体が中心とい

うこともあり、2 割あったが、ＮＰＯ法人は 1 割にとどまった。また、「利用したこ

とがない」という回答は 3割近くあった。 

特に任意団体から「活動エリアから遠い」という意見が多かった。情報提供や相談・

講座等のセンターのサービスが「ニーズに合わない」との回答も多く見られた。 

9.5

19.4

25.2

22.2

12.9

12.8

22.9

13.3

28.6

30.6

1.0

1.7

よく利用 たまに利用 以前は利用
あまり利用

していない

利用した

ことがない
無回答

0% 25% 50% 75% 100%

NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)

2.9%

37.9%

30.1%

20.4%

15.5%

13.6%

12.6%

9.7%

8.7%

22.3%

3.9%

23.5%

2.2%

11.0%

11.8%

16.9%

22.8%

12.5%

25.0%

27.9%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 %

活動エリアから遠い

情報提供・相談等がニーズに合わない

講座等がニーズに合わない

存在自体を知らなかった

中間支援団体等、他のサービスを利用しているので
必要ない

地域や市民活動団体と知り合う機会がない

使いたい機器やサービスがない

利用料金が高い

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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◆市民活動推進センターのあり方について 

 

【ＮＰＯ】 市のＮＰＯセンターに必要な機能（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＮＰＯ】 市のＮＰＯセンターの運営に必要な人材（複数回答） 

 

 

 

「会議室や活動場所の提供」との回答が全体として多く、任意団体では「情報収集、

発信機能」、ＮＰＯ法人では「交流できる場や機会の提供」との回答が多かった。 

「行政との協働を調整してくれる人」や「団体活動に専門的アドバイスができる人」、

「他の団体との橋渡しをしてくれる人」などに多くの回答が寄せられた。 

8.1%

4.3%

48.3%

51.7%

38.3%

37.8%

39.4%

44.4%

33.3%

36.7%

24.4%

7.8%

5.6%

25.2%

22.4%

28.6%

25.2%

40.5%

44.3%

28.6%

42.4%

37.1%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 %

会議室や打合せスペースなど
活動場所の提供

市民活動団体の情報を収集、
発信する機能

行政・企業・その他団体などと
交流できる場・機会の提供

協働相手にふさわしい他の
団体や行政、企業などの紹介

市民活動団体同士が交流
できる場・機会の提供

市民に対する市民活動団体のPR

経験豊富な職員による市民活動
団体の活動や運営面での専門的な相談

プリンターやコピー機
などOA機器の提供

地域住民や地域団体との仲介役

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)

52.2%

54.4%

52.2%

43.9%

32.8%

6.1%

7.8%

3.3%

4.3%

33.8%

44.8%

35.2%

62.9%

51.4%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 % 70.0 %

行政事情に精通しており、
行政との協働を調整してくれる人

市民活動団体の活動や運営に対して
専門的知見からアドバイスができる人

他の市民活動団体などのネットワークが
豊富で他団体との橋渡しをしてくれる人

地域事情に精通しており、地域住民との
橋渡しをしてくれる人

実際に市民活動団体を運営
したことがある人

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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◆身近な地域の支援センターについて 

 

【ＮＰＯ】 市内の各地域にＮＰＯセンターを設置する場合に必要な機能（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 市民の行政の取り組みへの期待 

 

【市民】 施策で重点を置くべき分野（複数回答） 

40.7%

45.3%

38.3%

11.4%

9.9%

24.3%

38.2%

37.5%

33.2%

23.6%

21.8%

16.3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

市民が気軽に相談できる場の充実

悪質な団体を見分けるためのＮＰＯ評価

活動している団体の情報の提供と収集

ＮＰＯと協働して実施する事業の推進

団体同士の交流機会の提供やネットワークの形成

活動に関する資金援助

平成18年度(1806人)

平成22年度(1188人)

 

「会議室などの活動の場の提供」との意見が特に多く、それ以外では、「情報収集・

発信の機能」、「ＯＡ機器の提供」、「他団体や行政との交流機会の提供」等へのニーズ

が多かった。 

「気軽に相談できる場の充実」や「ＮＰＯの評価や情報提供」に対する期待が高い。

平成 18 年度調査との比較では、「協働事業の推進」や「交流機会の提供」に対する

期待が高くなった反面、「ＮＰＯの評価」や「資金援助」の項目が低くなった。 

5.2%

1.9%

61.1%

48.3%

40.6%

28.3%

37.8%

31.7%

23.3%

21.7%

8.3%

7.2%

4.4%

7.6%

27.1%

32.9%

26.7%

39.0%

31.9%

28.6%

54.8%

34.8%

0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 % 70.0 %

会議室・打合せスペースなど場所の提供

市民活動団体の情報収集・発信する機能

印刷機・大型プリンターなどOA機器の提供

他団体や行政との交流機会の提供

市民に対する市民活動団体のPR

地域住民や行政との仲介役

活動や運営面での具体的なアドバイス

協働相手の紹介

特に必要ない

その他

無回答
NPO法人(210団体)

任意団体(180団体)
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検討の経過 

 

◆名古屋市市民活動促進委員会の設置（平成 22 年 7 月） 

目  的 
ＮＰＯ等市民活動団体が社会問題の解決に貢献し、公共サービスの担い手

として、自主的・自律的に活動できるよう成長を支援する方策を検討する。

任  期 ２年 

部  会 協働連携部会・自立発展部会 

事務局 名古屋市市民経済局地域振興部地域振興課 

 

◆開催スケジュール 

日程 内容 

平成 

22年度 

 7月  2日  第１回 市民活動促進委員会開催 

8月  3日  第２回 市民活動促進委員会開催 

 9月7・8日 

11月 16日 

  1月 24日 

  第１回 専門部会 

第２回 専門部会 

 第３回 専門部会 

 3月 22日  第３回 市民活動促進委員会開催（22年度の議論の取りまとめ） 

 

◆委員名簿（敬称略）平成 23 年 6 月 1 日現在 

学識経験

者 

田中 重好  

黒田 由彦 

萩原なつ子 

馬場 英朗  

谷口  功  

名古屋大学大学院環境学研究科 教授 

名古屋大学大学院環境学研究科 教授 

立教大学社会学部社会学科 教授 

愛知学泉大学現代マネジメント学部 准教授 

愛知学泉大学現代マネジメント学部 准教授 

公募委員 

伊藤一美  

栗田暢之  

織田元樹  

村田裕子  

大平  正  

吉田優英  

ＮＰＯ法人子ども＆まちネット 

ＮＰＯ法人レスキューストックヤード 

ＮＰＯ法人ボラみみより情報局 

ＮＰＯ法人たすけあい名古屋 

 

 

企業関係 

青山直紀  

 

内輪博之  

リコージャパン株式会社 中部営業本部管理センター  

管理部 CSR 推進グループ 

愛知中小企業家同友会 事務局長 

関係機関 
中野充康  

冨田哲生   

愛知県県民生活部社会活動推進課主幹 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 事務局長 

 

 

専門部会と連動して庁内研究会を

開催（10/21、12/16、2/2） 
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市民活動促進なごやビジョン（仮称） 

 

名古屋市市民活動促進基本方針（案） 

 

名古屋市市民活動促進委員会 

事務局 名古屋市市民経済局地域振興部地域振興課 

 

 


